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福
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（
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○
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更
新
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告
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〃
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二
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測
量
法
に
基
づ
く
公
共
測
量
の
実
施

（
用

地

課
）

一
二

○
事
務
所
の
所
在
地
又
は
そ
の
業
者
の

所
在
が
確
知
で
き
な
い
宅
地
建
物
取

引
業
者
の
公
告

（
開
発
指
導
課
）

一
二

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
建
築
指
導
課
）

一
二

○
家
畜
伝
染
病
予
防
法
に
基
づ
く
報
告

徴
求
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

（
畜
産
安
全
課
）

一
三

○
県
道
熊
谷
小
川
秩
父
線
の
区
域
の
変

更

（
東
松
山
県
土
）

一
三

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（

〃

）

一
三

○

〃

（
行
田
県
土
）

一
四

○

〃

（

〃

）

一
四

○

〃

（
杉
戸
県
土
）

一
四

○

〃

（

〃

）

一
四

埼玉県発行

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
規
則
第
八
十
六
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
五
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
中
「
身
体
障
害
者
相
談
支
援
事
業
等
」を「
身

体
障
害
者
生
活
訓
練
等
事
業
等
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
（
一
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

－１－
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様
式
第
一
号
（
二
）
の
注
意
３
中
「地

方
社
会
福
祉
審
議
会

」
を
「埼

玉
県
社
会
福
祉
審
議
会

」

に
改
め
、
同
様
式
の
聴
覚
・
平
衡
・
音
声
・
言
語
又
は
そ
し
ゃ
く
の
機
能
障
害
の
状
態
及
び
所
見

「（
４
）
聴
力
検
査
の
結
果
（
ア
又
は
イ
の
い
ず
れ
か

「（
４
）
聴
力
検
査
の
結
果

中

を

を
記
載
す
る
。
）

」

い
ず
れ
か
を
記
載

「
�
単

「
�
単
語
に
よ
る
語
音
明
瞭
度

（
ア
、
イ
�
又
は
イ
�
の

右

に
、

（
左

％
右

％
両
耳

％
）

を

す
る
。
）

」
�
話

�
話
言
葉
に
よ
る
了
解
度

」
（
純

語
に
よ
る
語
音
明
瞭
度

％
左

％

に
改
め
、
同
様
式
の
聴
覚
・
平
衡
・
音
声
・
言
語
又
は

言
葉
に
よ
る
了
解
度

音
聴
力
検
査
が
で
き
な
い
場
合
の
み
）
」

そ
し
ゃ
く
の
機
能
障
害
の
状
態
及
び
所
見
の
﹇
記
入
上
の
注
意
﹈
中
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と

し
、
�
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
２
）
話
言
葉
に
よ
る
了
解
度
の
認
定
は
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
純
音
聴
力
検
査
が
で
き
な
い

場
合
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
総
括
表
の
「
④
参
考
と
な
る
経
過
・
現
症
」
欄

等
に
純
音
聴
力
検
査
が
で
き
な
い
理
由
を
明
確
に
記
載
す
る
こ
と
。

様
式
第
一
号
（
三
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

－３－
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様
式
第
一
号
（
四
）
中
「あ

わ
せ
て

」
を
「併

せ
て

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
意
２
中
「地

方
社
会
福
祉
審
議
会

」
を
「埼

玉
県
社
会
福
祉
審
議
会

」
に
改
め
、
同
様
式
の
脳
原
性
運
動
機
能
障

害
用
中
「さ

い
ふ

」
を
「財

布

」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
（
五
）
中
「あ

わ
せ
て

」
を
「併

せ
て

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
意
２
中
「地

方
社
会
福
祉
審
議
会

」
を
「埼

玉
県
社
会
福
祉
審
議
会

」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
（
六
）
中
「あ

わ
せ
て

」
を
「併

せ
て

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
意
２
中
「地

方
社
会
福
祉
審
議
会

」
を
「埼

玉
県
社
会
福
祉
審
議
会

」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
（
七
）
中
「あ

わ
せ
て

」
を
「併

せ
て

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
意
２
中
「地

方
社
会
福
祉
審
議
会

」
を
「埼

玉
県
社
会
福
祉
審
議
会

」
に
改
め
、
同
様
式
の
じ
ん
臓
の
機
能
障
害

「
カ
じ
ん
性
貧
血

キ
代
謝
性
ア
シ

の
状
況
及
び
所
見
中「

C
a

m
Eq/�

」
を「

C
a

�
/�
」

に
、

ク
重
篤
な
高
血

ケ
じ
ん
不
全
に

他
の
症
状

（
有
・
無
）
H
b

�
/�
、
H
t

％
「
カ
じ
ん

赤
血
球
数

×
１０

４/�
ド
ー
シ
ス

（
有
・
無
）
〔
H
C
O
3

m
Eq/�

〕
キ
代
謝

圧
症

（
有
・
無
）
最
大
血
圧
／
最
小
血
圧

を
ク
重
篤

／
�
H
g

直
接
関
連
す
る
そ
の
（
有
・
無
）〔

〕
ケ
じ
ん

」

性
貧
血

（
有
・
無
）
H
b

�
/�
、
H
t

％

��	


��

赤
血
球
数

×
１０

４/�
性
ア
シ
ド
ー
シ
ス

（
有
・
無
）
〔
H
C
O
３

m
Eq/�

〕
な
高
血
圧
症

（
有
・
無
）
最
大
血
圧
／
最
小
血
圧

に
改

��	


��

／
�
H
g

不
全
に
直
接
関
連
す
る
そ
の
他
の
症
状

（
有
・
無
）
〔

〕
」

め
る
。

様
式
第
一
号
（
八
）
中
「あ

わ
せ
て

」
を
「併

せ
て

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
意
２
中
「地

方

社
会
福
祉
審
議
会

」
を
「埼
玉
県
社
会
福
祉
審
議
会

」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
（
九
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第����号平成��年��月��日（金曜日）
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�
（
姓
）

フ
リ
ガ
ナ

�

氏
名

（
名
）

（
名
）

（
姓
）

�
フ
リ
ガ
ナ

�
氏

名

（
名
）

�
（
姓
）

フ
リ
ガ
ナ

�

氏
名

�
フ
リ
ガ
ナ

�
氏

名

（
名
）

（
姓
）

名
称

種
類

所
在
地

入
所
定
員

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
又
は

短
期
入
所
事
業
の
用

に
供
す
る
施
設

名
称

種
類

所
在
地

介
助
犬
訓
練
事
業
又

は
聴
導
犬
訓
練
事
業

の
用
に
供
す
る
施
設

様
式
第
一
号
（
十
）
中
「あ

わ
せ
て

」
を
「併

せ
て

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
意
２
中
「地

方
社
会
福
祉
審
議
会

」
を
「埼

玉
県
社
会
福
祉
審
議
会

」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
（
十
一
）
の
注
意
２
及
び
様
式
第
一
号
（
十
二
）
の
注
意
２
中
「地

方
社
会
福
祉

審
議
会

」
を
「埼

玉
県
社
会
福
祉
審
議
会

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
号
中
「種

」
を
削
る
。

「（
あ
て
先
）

様
式
第
五
号
中
「埼

玉
県
知
事
様

」
を

に
、
「変

更
し
ま

埼
玉
県
知
事

」

し
た
の
で
お
届
け
し
ま
す

」
を
「変

更
し
た
の
で
届
け
出
ま
す

」
に
、

を

に
改
め
る
。

「（
あ
て
先
）

様
式
第
六
号
及
び
様
式
第
七
号
中
「埼

玉
県
知
事
様

」
を

埼
玉
県
知
事

」

に
、

を

に
改
め
る
。

様
式
第
八
号
中
「身

体
障
害
者
相
談
支
援
事
業
等
開
始
届
書

」
を
「身

体
障
害
者
生
活
訓
練
等

事
業
等
開
始
届
書

」
に
、

をに
、「

身
体
障
害
者
相
談
支
援
事
業
等
を
」

を「
身
体
障
害
者
生
活
訓
練
等

「
（あ

て
先

）

事
業
等
を

」
に
、
「埼

玉
県
知
事

様

」
を

に
改
め
、

埼
玉
県
知
事

」

同
様
式
の
注
意
６
を
削
り
、
同
様
式
の
注
意
７
を
同
様
式
の
注
意
６
と
す
る
。

様
式
第
九
号
中
「身

体
障
害
者
相
談
支
援
事
業
等
変
更
届
書

」
を
「身

体
障
害
者
生
活
訓
練
等

「
（あ

て
先

）

事
業
等
変
更
届
書

」
に
、
「埼

玉
県
知
事

様

」
を

埼
玉
県
知
事

」

に
、「

身
体
障
害
者
相
談
支
援
事
業
等
に
」

を「
身
体
障
害
者
生
活
訓
練
等
事
業
等
に
」

に
改
め

る
。

廃
止

様
式
第
十
号
中
「身

体
障
害
者
相
談
支
援
事
業
等

届
書

」
を
「身

体
障
害
者
生
活
訓
練
等

休
止

廃
止

事
業
等

届
書

」
に
、
「身

体
障
害
者
相
談
支
援
事
業
等
を

」
を
「身

体
障
害
者
生
活
訓
練
等

休
止

－８－

第����号平成��年��月��日（金曜日）
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「（
あ
て
先
）

事
業
等
を

」
に
、
「埼

玉
県
知
事

様

」
を

に
改
め

埼
玉
県
知
事

」

る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所

要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
十
五
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
南
西
部

地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法

（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

:
//w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
十
月
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
す
ま
い
る

三

代
表
者
の
氏
名

佐
野

雅
之

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
新
座
市
野
火
止
七
丁
目
十
七
番
四

十
号
メ
ゾ
ン
新
座
四
百
二
号
室

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
で
生
活
す
る
障
が
い

を
持
つ
人
々
や
高
齢
者
及
び
そ
の
家
族
に
対

し
、
地
域
で
自
立
し
た
生
活
を
営
ん
で
い
く

為
に
必
要
な
事
業
を
行
い
、
誰
も
が
豊
か
に

暮
ら
せ
る
地
域
社
会
を
創
造
す
る
こ
と
で
福

祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
十
六
号

平
成
二
十
年
七
月
か
ら
九
月
ま
で
に
お
け
る
政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況

に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
件
数

な
し

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
十
七
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
に
お
い
て
備
え
置
く

方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方

法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（http
://w

w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に

よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
十
月
二
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
輪
っ
笑
ぃ
ｓ
ｐ
ｏ

ｒ
ｔ
ｓ

三

代
表
者
の
氏
名

飯
島

規
之

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
桜
区
南
元
宿
二
丁
目

二
七
番
一
号
九
〇
九

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
ス
ポ
ー
ツ
を
愛
し
、
ふ
る

さ
と
を
愛
す
る
人
々
に
対
し
、
ス
ポ
ー
ツ
振

興
活
動
、
地
域
振
興
活
動
を
行
い
、
青
少
年

の
健
全
な
育
成
、
ス
ポ
ー
ツ
の
普
及
及
び
啓

発
、
ま
ち
づ
く
り
、
ま
ち
お
こ
し
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

－９－

第����号平成��年��月��日（金曜日）
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埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
十
八
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
年

八
月
十
一
日
次
の
肥
料
を
登
録
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
十
九
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
年

九
月
二
日
次
の
肥
料
を
登
録
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
五
十
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
二
十
年
七
月
一
日
次
の
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

登
録
番
号

肥

料

の

種

類

肥

料

の

名

称

保
証
成
分
量
（
％
）

そ

の

他

の

規

格

生

産

業

者

の

氏

名

又

は

名

称

及

び

住

所

埼
玉
県
第

六
七
一
号

米
ぬ
か
油
か
す
及
び
そ
の
粉
末

脱
脂
米
糠

窒
素
全
量

二
・
五

り
ん
酸
全
量

五
・
五

加
里
全
量

一
・
五

築
野
食
品
工
業
株
式
会
社

和
歌
山
県
伊
都
郡
か
つ
ら
ぎ
町
大
字
新
田
９
４
番
地

登
録
番
号

肥

料

の

種

類

肥

料

の

名

称

保
証
成
分
量
（
％
）

そ

の

他

の

規

格

生

産

業

者

の

氏

名

又

は

名

称

及

び

住

所

埼
玉
県
第

六
七
二
号

魚
か
す
粉
末

魚
骨
６
・
５

窒
素
全
量

六
・
五

り
ん
酸
全
量

一
五
・
〇

関
東
肥
料
工
業
株
式
会
社

東
京
都
江
東
区
福
住
一
丁
目
１
２
番
１
５
号

埼
玉
県
第

六
七
三
号

魚
か
す
粉
末

魚
骨
７

窒
素
全
量

七
・
〇

り
ん
酸
全
量

一
四
・
〇

関
東
肥
料
工
業
株
式
会
社

東
京
都
江
東
区
福
住
一
丁
目
１
２
番
１
５
号

埼
玉
県
第

六
七
四
号

魚
か
す
粉
末

魚
骨
９

窒
素
全
量

九
・
〇

り
ん
酸
全
量

九
・
〇

関
東
肥
料
工
業
株
式
会
社

東
京
都
江
東
区
福
住
一
丁
目
１
２
番
１
５
号

－１０－

第����号平成��年��月��日（金曜日）
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埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
五
十
一
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
二
十
年
八
月
十
九
日
次
の
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
五
十
二
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
二
十
年
九
月
一
日
次
の
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

登
録
番
号

肥

料

の

種

類

肥

料

の

名

称

保
証
成
分
量
（
％
）

そ
の
他
の
規
格

登

録

の

有

効

期

限

生

産

業

者

の

氏

名

又

は

名

称

及

び

住

所

埼
玉
県
第

五
六
七
号

配
合
肥
料

有
機
配
合
肥
料

窒
素
全
量

一
・
〇

り
ん
酸
全
量

一
九
・
〇

加
里
全
量

一
二
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成

分
の
最
大
量
及
び
そ
の
他

の
制
限
事
項
は
公
定
規
格

の
と
お
り

平
成
二
十
三
年
七
月
十
三
日

大
東
肥
料
株
式
会
社

東
京
都
江
東
区
亀
戸
六
丁
目
４
９
番
１
２
号

埼
玉
県
第

六
二
四
号

魚
節
煮
か
す

９
・
０
千
成
魚
節
煮
か
す

窒
素
全
量

九
・
〇

平
成
二
十
六
年
七
月
十
一
日

千
成
産
業
株
式
会
社

埼
玉
県
日
高
市
原
宿
７
５
３
番
地
の
１

登
録
番
号

肥

料

の

種

類

肥

料

の

名

称

保
証
成
分
量
（
％
）

そ
の
他
の
規
格

登

録

の

有

効

期

限

生

産

業

者

の

氏

名

又

は

名

称

及

び

住

所

埼
玉
県
第

五
二
三
号

消
石
灰

７
２
菱
印
特
選
顆
粒
消
石
灰

ア
ル
カ
リ
分

七
二
・
〇

平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
二
日

菱
光
石
灰
工
業
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
富
山
町
１
０
番
地
２

登
録
番
号

肥

料

の

種

類

肥

料

の

名

称

保
証
成
分
量
（
％
）

そ
の
他
の
規
格

登

録

の

有

効

期

限

生

産

業

者

の

氏

名

又

は

名

称

及

び

住

所

埼
玉
県
第

五
九
七
号

副
産
植
物
質
肥
料

副
産
植
物
質
肥
料
１
８
号

窒
素
全
量

一
・
八

加
里
全
量

八
・
八

平
成
二
十
六
年
九
月
二
日

朝
日
工
業
株
式
会
社

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
三
丁
目
１
番
１
号

－１１－

第����号平成��年��月��日（金曜日）
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商
号
又
は
名
称

氏

名

（
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名
）

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

株
式
会
社
エ
ス
テ
ー
ト

プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

板

橋

隆

飯
能
市
仲
町
六
番
二
十
二
号

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
五
十
三
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
二
十
年
九
月
二
十
六
日
次
の
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
五
十
四
号

測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
伊
奈
町
長
野
川

和
好
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る

旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

測
量
計
画
機
関

伊
奈
町

二

作
業
種
類

公
共
測
量
（
出
来
形
確
認
測
量
）

三

作
業
地
域

伊
奈
町
中
部
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
地

内
四

作
業
期
間

平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一

年
三
月
二
十
五
日
ま
で

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
五
十
五
号

次
に
掲
げ
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
務
所
の
所
在
地
又
は
そ
の
業
者
の
所
在
が
確
知
で
き
な

い
の
で
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
七
条
の
規
定
に

基
づ
き
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
五
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
九
月
二
十
五
日

指
令
東
整
第
一
九
〇
〇
六
八
三
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
十
月
七
日
第
四
十
六
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

比
企
郡
小
川
町
大
字
靱
負
字
沼
ノ
入
一
七

〇
―
三

外
一
一
一
筆

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
京
都
港
区
南
青
山
二
丁
目
一
番
一
号

本
田
技
研
工
業

株
式
会
社

代
表
取
締
役

福
井

威
夫

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
八
番
二

号
株
式
会
社

ホ
ン
ダ
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ

代
表
取
締
役

須
藤

宗
英

登
録
番
号

肥

料

の

種

類

肥

料

の

名

称

保
証
成
分
量
（
％
）

そ
の
他
の
規
格

登

録

の

有

効

期

限

生

産

業

者

の

氏

名

又

は

名

称

及

び

住

所

埼
玉
県
第

六
四
九
号

生
石
灰

９
５
菱
印
生
石
灰

ア
ル
カ
リ
分

九
五
・
〇

平
成
二
十
六
年
十
月
一
日

菱
光
石
灰
工
業
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
富
山
町
１
０
番
地
２

－１２－

第����号平成��年��月��日（金曜日）
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埼
玉
県
中
央
家
畜
保
健
衛
生
所
長

埼
玉
県
川
越
家
畜
保
健
衛
生
所
長
告
示
第
二
号

埼
玉
県
熊
谷
家
畜
保
健
衛
生
所
長

埼
玉
県
中
央
家
畜
保
健
衛
生
所
長

平
成
十
七
年
埼
玉
県
川
越
家
畜
保
健
衛
生
所
長
告
示
第
二
号
（
家
畜
伝
染
病
予
防
法
に
基
づ
く

埼
玉
県
熊
谷
家
畜
保
健
衛
生
所
長

報
告
徴
求
に
関
す
る
告
示
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

な
お
、
改
正
後
の
第
二
号
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
十
一
月
分
の
報
告
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
日

埼
玉
県
中
央
家
畜
保
健
衛
生
所
長

水

島

健

雄

埼
玉
県
川
越
家
畜
保
健
衛
生
所
長

北

野

俊

明

埼
玉
県
熊
谷
家
畜
保
健
衛
生
所
長

漆

畑

憲

二

第
二
号
中
「
飼
養
羽
数
の
合
計
が
千
羽
以
上
の
農
場
の
所
有
者
」
を
「
所
有
者
の
う
ち
、
そ
の

飼
養
羽
数
の
合
計
が
百
羽
以
上
の
も
の
」
に
改
め
る
。

「（あ
て
先
）

別
記
様
式
中
「
埼
玉
県

家
畜
保
健
衛
生
所
長

様
」
を

埼
玉
県

家
畜
保

に
改
め
る
。

健
衛
生
所
長
」

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百
三
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
十
月
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

亀

井

清

司

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

熊
谷
小
川
秩
父
線

三

道
路
の
区
域

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百

三
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
日

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長

亀

井

清

司

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
八
月
二
十
一
日

第
二
〇
〇
〇
五
〇
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
十
月
三
日

第
二
〇
〇
〇
七
〇
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

比
企
郡
川
島
町
大
字
出
丸
下
郷
字
居
廻
り

上
分
一
八
二
―
一
の
一
部
、
一
八
五
―
三
の

一
部

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

さ
い
た
ま
市
中
央
区
大
戸
三
―
一
―
八

ア
ー
ト
メ
ゾ
ン
二
〇
五

長
沢

孝
幸

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

比
企
郡
嵐
山
町
大
字
吉
田
字
三
反
田
五
五
八
番
三
地
先
か
ら
同
郡
小
川

町
大
字
奈
良
梨
字
鳥
居
前
九
〇
番
一
地
先
ま
で

七
・
〇
〇
〜

三
一
・
〇
〇

一
八
八
六
・
五
〇

地
方
道
路
交
付
金
（
交
通
安
全
）
整
備
工
事

新

一
〇
・
五
〇
〜三

二
・
〇
〇

－１３－

第����号平成��年��月��日（金曜日）
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埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
十

八
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
日

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長

南

沢

郁
一
郎

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
十
月
一
日

指
令
行
整
第
二
〇
〇
〇
〇
九
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
十
月
三
日
第
二
十
一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
埼
玉
郡
騎
西
町
大
字
上
種
足
字
十
一
番

三
〇
六
三
―
一
、
三
〇
六
二
―
一

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

埼
玉
県
北
埼
玉
郡
騎
西
町
大
字
上
種
足
三

〇
六
三
―
三

岩
崎

浩
二

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
十

九
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
日

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長

南

沢

郁
一
郎

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
十
月
二
日

指
令
行
整
第
二
〇
〇
〇
〇
四
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
十
月
三
日
第
二
十
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
埼
玉
郡
騎
西
町
大
字
日
出
安
字
下
三
五

二
―
四

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

埼
玉
県
北
�
飾
郡
鷲
宮
町
大
字
西
大
輪
三

四
〇
―
一
ス
カ
イ
コ
ー
ト
Ｃ
―
二
〇
一
号

相
嶋

裕

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百
二

十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
日

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長

平

井

順

一

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日

指
令
杉
整
第
一
九
〇
一
八
二
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

杉
整
第
九
三
六
―
一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
�
飾
郡
杉
戸
町
大
字
堤
根
字
塘
四
〇
二

〇
―
六

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

春
日
部
市
中
央
一
―
五
六
―
九

株
式
会
社
グ
ロ
ー
バ
ル
ホ
ー
ム

代
表
取

締
役

白
井

勉

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
百
二

十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
十
月
十
日

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長

平

井

順

一

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
七
月
二
十
二
日

指
令
杉
整
第
二
〇
〇
〇
三
八
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
十
月
二
日

杉
整
第
九
四
九
―
一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
�
飾
郡
鷲
宮
町
大
字
久
本
寺
字
谷
田
二

七
―
一

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
見
沼
区
東
大
宮
四
丁

目
七
番
九
号

ロ
ー
ヤ
ル
シ
テ
ィ
東
大
宮
七

〇
二中

村

力

発 行 日

毎

週

火
曜
日
・
金
曜
日

購読料金

一
年
四
万
三
千
四
百
円

（
郵
便
料
金
を
含
む
。）

発 行 者

埼

玉

県

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号

〇
四
八
―
八
二
四
―
二
一
一
一（
代
表
） 埼

玉
県
報
ホ

�ム
ペ

�ジ
ア
ド
レ
ス

http
://w

w
w
.pref.saitam

a.lg.jp/A
01

/B
A
00/kenpouhom

e/fr_top.htm

印 刷 所

関

東

図

書

株

式

会

社

さ
い
た
ま
市
南
区
別
所
三
―
一
―
一
〇

〇
四
八
―
八
六
二
―
二
九
〇
一（
代
表
）

再生紙を使用しています。 －１４－

第����号平成��年��月��日（金曜日）
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